
今年度の水難事故防止対策について

水難事故防止対策については、例年、点検・啓発に取り組んでい

るところですが今年度も引き続き、水遊びの機会が多くなる季節を

迎えるにあたり、以下のとおり水難防止対策に取り組むこととして

います。

１ 河川の点検

水難事故防止の観点から特に利用者の多い親水施設を優先して

安全点検を実施

・必要に応じて注意看板の設置、避難用通路等の補修を実施

２ 啓発

（１）府内全小学生へ水難防止啓発リーフレットを６月末（夏休み

前）までに配布 （Ｈ１７～）

・Ｈ２１に全小学校へ配布したＤＶＤ「川遊びのルールを学

ぼう！」

（ 府 Ｈ Ｐ 「 ネ ッ ト TV京 都 府 」 上 で 動 画 配 信 中 ） の 活 用依 頼

・Ｈ２３に各市町村を通じ、小学校に配布されたＤＶＤ「安

全な川 遊び のた めに 、 冊子 「水 辺の 安全ハ ンド ブッ ク」」

の活用依頼

（２）府内各中学校長等あてに生徒、保護者に対する水難事故への

注意喚起・指導について５月末に要請文を発送（Ｈ２３～）

・Ｈ２３に各市町村を通じ、中学校に配布されたＤＶＤ「安

全な川 遊び のた めに 、 冊子 「水 辺の 安全ハ ンド ブッ ク」」

の活用依頼

（３ 「府民だより（７月号 、府ＨＰ等広報媒体、各種イベント） ）」

や常設展示スペースでの啓発

・川遊びのちらし（ ふるさとの川 「生き物」の１２面体「 」、

工作付き 、啓発パネル等の活用）
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■ 河川防災情報の提供
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